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（１）給水装置とは 

   水道法第３条の９（用語の定義）で｢給水装置｣とは、需要者に水を供給す

るために、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及び

これに直結する給水用具をいう。 

   となっている、これにより受水槽を設置した場合、受水槽以降の加圧給水

設備及びそれに接続される器具は給水装置とみなさない事となり、町の給水

装置工事検査の対象とならず、その管理は受益者の責任となる。 

   なお、受水槽の有効容量が１０ｍ3未満の場合は｢小規模貯水槽水道｣となり、

１０ｍ3以上になると｢簡易専用水道｣となる。また、１００ｍ3以上となると

｢専用水道｣となり、それぞれ受水槽の設置に伴う届出及び維持管理及び点

検・検査等が義務づけられています。 

   ただし、受益者と町との協定等により、町が受水槽以降の子メーターによ

り検針し、その指針により料金徴収する場合は、受水槽以降の配管等も検査

対象とするが、受水槽及びそれに伴うポンプ設備等の管理は受益者が行うも

のとする。 

 

 

（２）給水工事施行工程 

 

申 請 者 

     工事契約 

      

指定給水装置工事事業者 

     給水装置工事申請 

     道路・河川占用申請 

     通交規制許可申請 

 

           申 請 

 

           許 可 

     承 認 

 

               申 請 

指定給水装置工事事業者  御殿場警察署 

               許 可 

 

工事実施 

 

※道路・河川占用申請は、給水装置工事申込みと同時又は以前に上下水道課経由

で道路・河川管理者に提出する。 

 

上下水道課  道路・河川管理者 
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（３）申請手数料・加入分担金・工事負担金 

 

  １．申請手数料   １件につき        ３，０００円 

    ※申請件数１件とは、設置量水器１個について１件とし、集合住宅等で

複数個の量水器を設置する場合は設置量水器１個当たり１件の手数料を

徴収するものとするが、申請書の提出については１枚にまとめて申請す

ることができるものとする。 

     宅地内等への給水管の取り出しのみの工事の場合については、取り出

し１箇所について１件とする。 

     宅地造成工事等により、給水本管の布設及び給水管の取り出しを行う

場合は、給水本管１件、給水管取り出し１箇所毎に１件とし、申請書の

提出については１枚にまとめて申請することができるものとする。 

 

  ２．加入分担金 

量水器口径 分担金 (円) 消費税 (円) 合計金額 (円) 

φ１３㎜ ２５，０００ １，２５０ ２６，２５０ 

φ２０㎜ ６０，０００ ３，０００ ６３，０００ 

φ２５㎜ ９５，０００ ４，７５０ ９９，７５０ 

φ３０㎜ １４０，０００ ７，０００ １４７，０００ 

φ４０㎜ ２５０，０００ １２，５００ ２６２，５００ 

φ５０㎜ ４００，０００ ２０，０００ ４２０，０００ 

φ７５㎜ ９００，０００ ４５，０００ ９４５，０００ 

φ１００㎜以上 管理者が定める額   

   ※管理者が定める額とは、管の口径比により算出するものとし、１５０㎜

までについては以下の金額となる。 

φ１００㎜ 1,600,000 80,000 1,680,000 

φ１５０㎜ 3,500,000 175,000 3,675,000 

 

   ※口径の増減による加入分担金の取扱 

    既設の量水器より口径を増加させる場合は、加入分担金額の差額を徴収

するものとし、口径を減ずる場合は差額の返還をしないものとする。 

    なお、口径を一度減じたものを再度口径増加させる場合は、口径増加に

伴う加入分担金を再度徴収するものとする。 

 

※平成１９年３月３１日以前に申請され、平成１８年度中に検査完了していない

物件の検査料については、従前の例により下記の検査料を徴収する。 

検査料 直結給水栓１栓につき ５００円 

 

  ３．工事負担金 

    住宅団地その他給水量の増加が予想される場合及び、現況の給水区域内



 - ４ - 

で施設整備計画のない場所などについては、町が申請者から受託工事費と

して工事負担金を徴収し、給水管（配水管など）の設置をする場合がある

ため、これらが予想される場合は事前に上下水道課と協議して下さい。 

    ただし、この場合の水道施設の所有権及び管理区分は受益者となるため、

施設設置後の維持管理は受益者が行うこととなります。 

    水道施設等を町に移管することを前提とする場合は別途協議が必要とな

ります。 

 

  ４．受水槽を設置した場合の取扱い 

   ①受水槽一次側の量水器により検針及び料金徴収する場合 

    工事検査は、受水槽入口の定水位弁までが対象となる。 

 

   ②受水槽以降の二次側の個別量水器により検針及び料金徴収する場合。 

    工事検査は、受水槽以降の全ての給水装置が対象となる。 

     加入分担金は、（取り出し口径に対する分担金額）と（二次側の個別量

水器及び一次側管理用給水栓量水器の合計分担金額）のいづれか金額の

多い額を採用する。 

 

 

（４）水道給水装置工事に関する仕様 

   平成９年３月１９日厚生省令第 14号給水装置の構造及び材質の基準に関

する省令の他以下の基準によるものとする。 

  １．給水管の取り出し 

   ①給水管の管径に応じて、サドル分水栓・丁字管又は割丁字管などを使用

すること。 

   ②給水管を丁字管又は割丁字管により取り出す場合その取り出し口径は配

水管の口径より小さいものとすること。 

 

  ２．配 管 

   ①給水管の配管は、次の各号によって行わなければならない。 

    1)道路内に配管する場合は、その占用位置を誤らないようにすると共に、

他の埋設物との間隔は３０㎝以上保つこと。 

    2)不等沈下などに対応可能な配管構造とすること。 

 

   ②給水管の埋設深度は次の各号によって行わなければならない。 

    1)公道内については、道路管理者の指定する深度、私道内では６０㎝以

上（ただし、重量車が通行する私道及び将来公道への移管予定がある

私道では道路管理者が指定する深度）とすること。 

    2)寒冷地(須走地区など)においては、凍結深度以上の深度に埋設するか

有効な保温施工を行った上で埋設すること。 
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   ③給水管の材質 

    1)公道部及び分岐部より量水器までは道路管理者が許可する材質とし、

非鉄金属管についてはロケーティングケーブルを設置すること。 

    2)量水器以降は耐圧・耐衝撃・電蝕防止対策を考慮した配管材料を使用

すること。 

      なお、合成樹脂管を使用する場合は管及び継手などの保管に充分注

意し、紫外線を受けて変色した資材は使用しないこと。 

      また、寒冷地の場合は有効な凍結防止対策や解氷を考慮した配管材

料を使用すること。 

 

  ３．防 護 

    給水装置の防護は、次の各項によって行わなければならない。 

   ①給水管が開渠を横断する場合は、原則として開渠の下に布設すること。 

 

   ②電蝕のおそれがある場合又は酸・アルカリ等によって腐蝕の恐れがある

場合はそれぞれ適切な防護を施すこと。（外面亜鉛鍍金鋼管の場合は防食

テープハーフラップ巻き以上とすること。） 

 

   ③凍結の恐れのある個所については、給水装置の露出部分はもとより、い

んぺい部分及び埋設部分にも防寒装置等を施すこと。（保温材は吸水性の

低い材質を使用すると共に防湿処理及びラッキング等に注意をはらい、

保温能力の低下に注意すること。） 

 

  ４．危険な接続 

    給水装置の接続は、次の各項によって事故発生の防止をしなければなら

ない。 

 

   ①給水管は水道事業者の経営する水道及び給水装置以外の管と直接連結し

ないこと。（受水槽給水と直圧給水も直接連結しないこと。） 

 

   ②大便器洗浄弁は有効な真空破壊装置を備えた洗浄弁又は便器を使用する

場合を除き、給水管に直結しないこと。 

 

   ③受水槽に給水する場合は、水槽への給水は落とし込みとし、吐水口と水

槽越流面との位置関係は、水槽内の水が給水管内に逆流しないものとす

ること。 

 

  ５．受水槽の設置 

    次の各項による場合は受水槽の設置をしなければならない。 

   ①３階建て以上の建物又は３戸以上の集合住宅などに給水装置を設置する

場合。 



 - ６ - 

 

   ②営業用・事業用・工業用・病院などに使用する給水装置を設置する場合

及び災害時の避難施設となりうる施設に給水装置を設置する場合。 

 

   ③その他管理者が必要と認めたもの。 

 

   ※上記各項による受水槽の容量は一日最大使用水量の１/３以上とするこ

と。 

 

  ６．量水器の設置位置 

    量水器の設置位置は、次の各項によって行わなければならない。 

   ①量水器は原則として官民境より１ｍ以内に設置しなければならない。 

 

   ②量水器は直接輪荷重のかからない位置に設置しなければならない。 

 

③量水器は検針及び量水器の交換に不都合の生じないように設置しなけれ

ばならない。 

 

   ④量水器は門柵塀などの設置によって検針に支障が生ずる位置に設置して

はならない。 

 

 

（５）給水装置工事資材について 

  １．量水器までの工事資材 

   給 水 管   ＳＧＰＶＢ ＳＧＰＶＤ ＳＧＰＰＢ ＳＧＰＰＤ 

           ステンレス管 ＨＩＶＰ 水道用ポリエチレン管 

           ダクタイル鋳鉄管 

            ただし、φ７５㎜以上はダクタイル鋳鉄管とする。 

 

   継   手   ＪＩＳ及びＪＷＷＡ規格などに準拠し管種と同等な性

能を有する資材を使用すること。 

            また、ＨＩＶＰを使用する場合のバルブソケット及び

給水栓ソケットなどについてはインサート入り継手を使

用すること。 

 

   仕 切 弁   量水器ボックスまでの間に設置する仕切弁は、５０㎜

以上は水道用ソフトシール仕切弁、５０㎜未満は青銅製

埋設用仕切弁とする。 

           （ソフトシール仕切弁は浅埋用右廻し開きとする。） 

 

   伸 縮 継 手   本管分岐部分への伸縮継手は内面ステンレスで外面に
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有効な防護処理を施した製品を使用すること。 

            ＨＩＶＰ管使用の場合はロクロ継手の使用も可とする。 

 

   メータ用止水栓  量水器一次側に設置する止水栓は伸縮型のスリース形

式又はボール式とする。大口径については水道用ソフト

シール仕切弁及び量水器二次側に継輪やドレッサージョ

イントを設置すること。 

 

   水 抜 き 栓   量水器ＢＯＸ内に水抜き栓を設置する場合は、量水器

の２次側に設置することとし、前項の仕切弁に準じた製

品を使用すること。 

 

   量水器ＢＯＸ   ＦＲＰ製耐寒型ＢＯＸを使用すること。（別添小山町量

水器ボックス仕様参照） 

            大口径については、耐寒機能及び検針用小窓付きのＢ

ＯＸとすること。（この場合、量水器の設置にあたっては、

検針用小窓と量水器とを合わせること。） 

 

  ２．量水器以降の工事資材 

    給 水 管 等   ＪＩＳ及びＪＷＷＡ規格などに準拠し、継手等につ

いても管種と同等な性能を有する資材を使用すること。 

 

    ヘッダー配管   寒冷地でヘッダー配管を行う場合は、保温チューブ

及びヒーティングにより凍結防止を図ること。 

 

    給 水 器 具   給水装置直結器具は、原則として日本水道協会で形

式承認されたものを使用すること。 

 

（６）給水装置工事申請書の記入について 

  １．申請書の記入にあたって、土地・家屋等の所有者の確認をし、所有者に

無断で施工することの無いよう充分注意すること。 

 

  ２．現地案内図の記入については、解りやすく記入すること。 

    注：現地案内図にゼンリンの地図を複写して利用する場合はゼンリンの

複製許諾証を貼付すること。 

 

  ３．図面については、正確に記入すること。 

 

 

（７）給水装置工事の完成検査について 

  １．給水装置工事が完了した場合、直ちに給水装置工事完成届を提出するこ
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と。 

 

  ２．給水装置工事完成届提出時に工事写真の提出をすること。 

    提出写真内容 

  道路・河川占用工事完成写真 （布設位置・深度・延長・材質・埋め 

戻し状況・路面復旧状況とする） 

 

     量水器設置位置写真 （量水器の位置が確認できる写真とする） 

 

     宅内配管状況写真  （布設位置・深度・材質・防蝕・保温等の状況 

写真とする） 

 

  ３．申請書の内容に変更のある場合、完成検査以前に申請書の変更箇所を訂

正しなければならない。 

 

  ４．完成検査は上下水道課の係員の指示する個所の埋設状況・使用資材・路

面復旧状況・水圧試験等を行うものとする。（水圧検査は原則として給水器

具設置前に行うものとし、水圧試験に上下水道課の係員の立会が不可能な

場合は写真判定によるものとする。） 

 

   ※完成検査当日留守のため屋内に入れず、給水装置の確認が不可能な場合

は、写真判定によることができるものとする。 

 

  ５．受水槽を設置した場合の受水槽以降の加圧給水設備等については、直結

された給水装置とはみなされないので検査の対象とならない。 

    ただし、受益者と町との協定により、町が受水槽以降の子メーターによ

り検針し料金徴収する場合は検査の対象となる。 

 

 

（８）給水管の口径決定について 

  １．給水管の口径は、配水管の水圧において計画使用水量を供給できる大き

さにすること。 

 

  ２．水理計算にあたっては、計画条件に基づき、損失水頭、管口径、量水器

口径等を算出すること。 

 

  ３．量水器口径は、使用水量に基づき、水道メーターの限界流量JIS-B8570-2

の範囲内で決定すること。 

    簡易な方法としては、給水用具全体の平均使用水量に同時使用水量比を

乗じて得た流量が量水器の限界流量以内となるかを確認する方法である。 
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     給水用具の標準使用水量 

給水栓口径(㎜) １３ ２０ ２５ 

標準流量(ℓ/min) １７ ４０ ６５ 

 

     給水用具数と同時使用水量比 

総給水用具数 1 2 3 4 5 6 7 

同時使用水量比 1 1.4 1.7 2.0 2.2 2.4 2.7 

総給水用具数 8 9 10 15 20 30  

同時使用水量比 2.8 2.9 3.0 3.5 4.0 5.0  

 

     量水器の限界流量JIS-B8570-2 

量水器口径 (㎜) 13 20 25 30 40 50 75 100 

使用最大流量(ℓ/min) 50 83 100 166 200 400 1333 2000 

 

（試算）13㎜水栓４栓、給湯水栓３栓、大便器１基設置の計８栓の場合 

   （17ℓ/min×８）/８×同時使用水量比2.8＝47.6ℓ/min 13㎜で可 

  

    13㎜水栓４栓、給湯水栓３栓、大便器2基計10栓の場合 

   （17ℓ/min×10）/10×同時使用水量比3.0＝51.0ℓ/min 

    13㎜では不可20㎜で可 

      

    20㎜水栓１栓、13㎜水栓４栓、給湯水栓３栓、大便器１基計９栓の場合 

   （40ℓ/min×１＋17ℓ/min×８）/９×同時使用水量比2.9＝56.7ℓ/min 

    13㎜では不可20㎜で可 

 

 

（９）埋設深度及び路面復旧 

  １．公道の埋設深度及び路面復旧基準については、道路管理者の指定する布

設深度及び復旧基準によるものとする。 

 

  ２．私道の埋設深度及び路面復旧基準については、小山町道路管理者の指定

する布設深度及び復旧基準に順ずるものとする。 

 

  ３．宅地内の埋設深度については、凍結深度等を考慮し、標高６００ｍ未満

の地域については４５センチ以上、標高６００ｍ以上８５０ｍ未満の地域

については５０センチ以上、標高８５０ｍ以上の地域については６０セン

チ以上とし、埋設深度が確保されない場合は有効な保温を施すものとする。

（この場合、埋設部分の保温材料は耐水性の高いスチロール系の保温材を

使用するものとする。） 
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（10）直結給水について 

   集合住宅及び三階建ての建築物（三階にも給水装置を設置する建物に給水

する場合）で、直結給水としたい場合は、別紙、要望書を提出すること。 

   ただし、直結給水が可能な配水本管口径と給水圧力が確保される場合のみ

許可するものとする。 

 

   ※三階建て個人住宅に直結給水する場合の必要最低圧力０．２Ｍpaが確保

できる場所であること。また、量水器口径は２０㎜以上とし逆流防止弁を

設置すること。 

 

   ※集合住宅に直結給水する場合の分岐先配水管口径及び必要最低圧力 

住宅戸数 引込管口径 分岐先配水本管口径 必要最低圧力 

３戸迄 ２０以上 ５０以上 

４戸迄 ２５以上 ５０以上 

６戸迄 ３０ ５０以上 

１０戸迄 ４０ ５０以上 

１５戸迄 ５０ ７５以上 

３４戸迄 ７５ １００以上 

最上階で０．１５Ｍpa

以上確保できること 

 引込み管口径は分岐先の配水本管口径を上回ってはならない。 

 各戸の量水器口径は最低２０㎜とし逆流防止弁を設置すること。 

 ※以上の条件を満たせない場合は受水槽の設置をすること。 

この場合、受水槽の有効容量は一日最大使用水量の１/３以上とする

こと。 

また、一日最大使用水量の算定にあたっては、一人一日５００㍑以上

を基準とすること。 
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三階建物の直圧給水要望書 

 

 

 今回、小山町        番地に建築する建物について、直圧給水を受け

たく、下記事項を承知し申請いたします。 

 

 

記 

１．水圧の低下に対し水道事業者に対し異議を申し立ていたしません。 

２．私が居住（所有）する建物であります。 

３．逆流防止弁を量水器全ての二次側に設置いたします。 

４．量水器口径を最低２０㎜といたします。 

５．量水器は、上下水道課の指示する場所に設置いたします。 

６．高水圧が必要となった場合、水道本管の水圧低下が発生した場合、また、上

記内容に変更が必要となる場合は速やかに受水槽方式に変更し、水道事業者

に迷惑をおかけいたしません。 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

小山町水道事業管理者 様 

 

 

                 住 所 

             申請者 

 

            （設置者）氏 名             印 

 

 

 

             給水装置設置場所 

 

                 住 所 小山町          番地 
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集合住宅の直圧給水要望書 

 

 

 今回、小山町        番地に建築する建物について、直圧給水を受け

たく、下記事項を承知し申請いたします。 

 

 

記 

１．圧の低下に対し水道事業者に対し異議を申し立ていたしません。 

２．私が居住（所有）する建物であります。 

３．逆流防止弁を量水器全ての二次側に設置いたします。 

４．個別量水器口径を最低２０㎜といたします。 

５．量水器は、上下水道課の指示する場所に設置いたします。 

６．高水圧が必要となった場合、水道本管の水圧低下が発生した場合、また、上

記内容に変更が必要となる場合は速やかに受水槽方式に変更し、水道事業者

に迷惑をおかけいたしません。 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

小山町水道事業管理者 様 

 

 

                 住 所 

             申請者 

            （設置者）氏 名             印 

 

 

 

             給水装置設置場所 

 

                 住 所 小山町          番地 

                  

 

 

 


